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右
の
質
問
主
意
書
を
提
出
す
る
。 

福
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意
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一 

 



 

福
井
人
絹
取
引
所
副
理
事
長
加

武
重
は
、
福
井
地
方
裁
判
所
に
お
い
て
福
井
人
絹
取
引
所
の
仲
買
人
は
、
そ

の
受
託
す
る
売
買
に
つ
き
、
委
託
証
拠
金
を
徴
収
す
る
割
合
は
、
半
分
ぐ
ら
い
で
、
そ
の
余
の
半
分
は
委
託
証
拠

金
を
徴
収
し
な
い
実
状
で
あ
る
と
証
言
し
た
。
ま
た
同
取
引
所
仲
買
人
江
守
清
の
外
務
員
平
江
勝
雄
も
、
江
守
商

店
小
松
出
張
所
に
お
い
て
は
同
様
で
あ
る
と
証
言
し
た
。 

三 

福
井
人
絹
取
引
所
の
委
託
証
拠
金
徴
収
の
状
況
は
、
前
記
証
言
に
照
ら
し
、
不
良
と
考
え
る
が
、
い
か
な
る 

一 

福
井
人
絹
取
引
所
仲
買
人
の
委
託
証
拠
金
徴
収
の
実
状
は
ど
う
な
つ
て
い
る
か
。 

こ
れ
は
、
福
井
人
絹
取
引
所
に
お
い
て
、
き
わ
め
て
不
健
全
な
思
惑
取
引
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
推
知
せ
し

め
、
重
大
な
事
態
で
あ
る
と
考
え
る
。
よ
つ
て
、
次
の
件
を
質
問
す
る
。 

二 

売
買
取
引
の
五
割
に
つ
き
、
委
託
証
拠
金
を
徴
収
し
な
い
で
売
買
取
引
を
な
す
こ
と
を
放
任
す
れ
ば
人
絹
糸

価
格
の
健
全
な
形
成
が
阻
害
さ
れ
る
と
考
え
る
が
、
政
府
の
所
見
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

福
井
人
絹
取
引
所
に
お
け
る
委
託
証
拠
金
の
徴
収
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

三 

 



 

 

四 

監
督
上
の
措
置
を
考
慮
し
て
い
る
か
。 

四 

昭
和
三
十
一
年
十
二
月
七
日
付
答
弁
書
に
よ
る
仲
買
人
江
守
清
の
委
託
証
拠
金
徴
収
状
況
の
不
良
な
件
に
つ

き
、
そ
の
後
い
か
な
る
所
要
の
措
置
を
と
つ
た
か
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

右
質
問
す
る
。 


